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九州大学法人文書取扱規程 

令和５年度九大規程第１１５号 

制  定：令和 ６年 ３月３０日 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、九州大学（以下「本学」という。）における文書の適正かつ迅速な処理を図

るために必要な事項について定め、業務効率の増進に資するものとする。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 
（1） 文書 九州大学法人文書管理規程（令和５年度九大規程第９７号。以下「管理規程」とい

う。）第２条第１号で定める法人文書をいう。 

（2） 文書管理システム 管理規程第２条第２号で定める文書管理システムをいう。 

(3) 起案 本学として意思決定し、又は確認する必要がある事案について、決裁・承認を求め

るための文書の原案を作成することをいう。 

(4) 決裁 本学の意思決定の権限を有する者（以下「決裁者」という。）が事案の内容につい

て承認することにより、本学として意思決定し、又は確認することをいう。 

(5) 起案文書 起案を行う者（以下「起案者」という。）が、決裁・承認を求めるために起案し

た文書をいう。 

(6) 回議 起案者の上位の職にある者の決裁・承認を得るため、その順序を経て起案文書を回

付することをいう。 

(7) 施行 決裁された事案の効力を現実に一般的に発動させることをいう。 

(8) 電子施行 決裁された事案のうち、文書管理システムを用いて電子的に発送することによ

り施行することをいう。 

(9) 紙施行 決裁された事案について、郵便若しくは学内便を利用した使送又はその他の方法

を用いて物理的に発送することにより施行することをいう。 
２ この規程において「総括文書管理者」、「主任文書管理者」、「文書管理者」、「文書取扱担

当者」とは、それぞれ管理規程第３条、第６条、第７条、第９条に規定する総括文書管理者、

主任文書管理者、文書管理者、文書取扱担当者とする。 

第３条 文書には、原則として別に定める文書記号及び文書番号を付するものとする。ただし、

文書管理者が特に認めた場合は、文書記号及び文書番号に代えてその他の識別子を付すことが

できるものとする。 

２ 前項の文書番号は、事業年度ごとに更新するものとする。ただし、年度内に完結しない文書

については、引き続き同一の番号を用いるものとする。 
   第２章 接受、配布等 

 （接受した文書等の処理） 

第４条 法人文書監理室は、本学に置かれる職名又は組織名をあて名とする文書等を接受したと

きは、当該文書等を各主管の係等に配布しなければならない。法人文書監理室以外で接受した

文書等については、接受した場所における主任文書管理者の指示により、各主管の係等への配

布を行う。 
２ 各係等における文書等の接受及び配布については、原則として文書管理担当者の指示のもと

で各文書担当の係等が行う。ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ該当各号に定める者

が行う。 

(1) 電子情報処理組織により直接各主管の係等に送信された電磁的記録 当該電磁的記録の受

信者 

(2) 緊急に処理する必要がある文書等 当該文書等の主管の係等 

３ 配布先が明らかでない文書等は、法人文書監理室において内容を確認したうえで各主管の係
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等へ配布する。ただし、本学の所掌に属しない文書等及び第５項の規定により回付を受けた文

書等については、直ちに返送又は転送その他必要な手続をとるものとする。 

４ 法人文書監理室から文書等の配布を受け、又は文書等を接受した係等は、文書管理システム

を用いて必要事項を登録するものとする。ただし、挨拶状又は案内状等簡易な内容の文書等、

その他の保管を要しないと認められる文書等については、この限りでない。 
５ 各係等において、その所掌に属さない文書等が配布されたときは、これを法人文書監理室に

回付しなければならない。 
   第３章 起案及び供閲 

 （起案） 

第５条 起案者は、起案するまでの間に当該事案に関係する部課等との調整を行わなければなら

ない。なお、特に重要と認められる事案については、あらかじめ上司の指示を受けるものとす

る。 
２ 起案は、原則として一つの事案ごとに行うものとする。 
３ 起案は、原則として文書管理システムを用いて所要の事項を記録することで行うこととし、

これにより難い場合には、別記様式第１号の原議書を使用して起案する。 

４ 起案文書の用字、用語及び書式等は、文部科学省編集「公文書の書式と文例」によるものと

する。 

５ 起案文書には、必要な関係書類を添付しなければならない。 
第６条 起案文書には、次に例示するところにより、当該文書の内容を区分するための語句を件

名のあとに表示しなければならない。 

 通達 法令等に基づいて規則等の解釈、運用方針等職務遂行上の事項を指示する文書 

 通知 通達以外のもので、一定の事実、処分等を伝達する文書 

 達示 規則、告示文等を周知させる文書 

 指令 申請等に対し、許可、承認等を行い又は許可、承認等の取消しを行う文書 

 依頼 一定の行為について特定の相手に助力を求める文書 

 照会 問い合わせ又は回答を求める文書 

 回答 依頼、協議、照会等に対し応答する文書 

 報告 法令、契約等に基づく義務として一定の事項を知らせる文書 

 届出 主として法令等で規定されている場合に、事前又は事後に一定事項を申し出る文書 

 上申 人事の上申等に関する文書 

 申請 許可、承認等の一定の行為を求める文書 

 制定 規則、規程等の制定に関する文書 

 進達 申請等に基づいて、部局等が経由機関として総括機関へ一定事項を通知し、又は一定の

書類を送り届ける文書 

 協議 学内外の他の機関と協議する文書 

 付議 役員会、教育研究評議会、経営協議会、各種委員会等に対し、審議を求める文書 

 諮問 各種委員会等に対し、特定の事項について意見を求める文書 

 答申 諮問を受けた各種委員会等が、その諮問事項について意見を述べる文書 

 建議 各種委員会等が調査審議した事項について自発的に意見を申し出る文書 

 契約 契約の締結に関する文書 

 証明 特定の事実又は法律関係の存否を公的に立証する文書 

 送付 書類、資料、物品等を送達する文書 

 提出 書類、資料等を提出する文書 

 事務連絡 単なる事務的な連絡文書 

 伺い その他の伺いに関する文書 
 （供閲） 

第７条 意思決定又は確認を伴わない事案の内容を、周知や報告のために回付し、関係者の閲覧
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に供する（以下「供閲」という。）場合、当該文書等については、原則として文書管理システム

により関係者に回付するものとする。 
２ 陳情、希望又は意見等に関する供閲文書については、必要に応じてこれに対する措置又は意

見等を付すものとする。 

   第５章 決裁 

 （決裁の原則） 

第８条 起案文書の決裁又は承認は、原則として文書管理システムにより行うものとし、最終決

裁者の決裁を得て施行しなければならない。 
２ 起案文書の決裁は、当該事案の意思決定について責任を持つ者が最終決裁者となることを原

則とする。ただし、事案の内容又は性質により、当該責任者の上位の職にある者を決裁者とす

ることができる。 

３ 総長の決裁を得ようとする事案については、あらかじめ所管の理事又は副学長の承認を得る

ものとする。なお、総長、理事又は副学長の決裁を得ようとする起案文書は、あらかじめ事務

局長の承認を得なければならない。 
 （上位の職にある者等への事前説明） 

第９条 起案者は、決裁及び専決者のいかんにかかわらず、必要に応じ、総長、理事、副学長、事

務局長その他の上位の職にある者及び合議先に対し事前に当該事案の内容について説明又は協

議を行い、その承認を得るものとする。 
２ 前項の規定により説明を行った場合には、起案者は、文書管理システムの備考等の欄にその

旨を記録しなければならない。 
 （代決） 

第１０条 決裁にあたり、最終決裁者が出張等で不在であって、かつ、決裁の時期を失すること

で著しい影響が生じる場合には、特に重要なものを除き、原則として最終決裁者の直近下位の

職にある者が最終決裁者に代わって臨時で決裁を行うことができる。なお、文書管理システム

による決裁を用いずに代決を行う場合は、原議書の決裁欄に代決者を記載する。 

２ 前項の規定により代決を行った場合は、最終決裁者にその旨を報告しなければならない。 

 （専決） 

第１１条 定例的な事案又は速やかな処理を図る必要がある事案については、専決者を定めて専

決をさせ、最終決裁者の決裁とみなすことができる。この場合において、当該専決者は、必要

に応じて当該専決する事項又はその要点を上位の職にある者に説明又は報告し、その確認を得

て行うものとする。 

２ 専決する事項及び専決者は、別に定めがあるもののほか、別表第１に定めるとおりとする。 

３ 別表第１に定める事項以外で軽微なものについては、主管部長の定めるところにより次長、

課長その他の者に専決させることができる。 

 （合議） 

第１２条 事案が他の部課等の所掌と密接に関連し、又はその共管に属するもので、当該関係部

課等の承認を得なければ本学としての意思決定ができないものについては、あらかじめ関係部

課等と協議し、当該事案の内容について承認を得るものとする。ただし、決裁を得た後にその

内容を連絡することをもって足りる場合は、この限りでない。  
（至急文書の回議） 

第１３条 至急に処理をする必要がある起案文書（以下「至急文書」という。）は、その旨を表示

して、起案文書を回付し、起案者の上位の職にある者の決裁・承認を得るものとする。 

２ 前項の規定により至急文書の回議を受けた者は、優先してこれを処理しなければならない。 

   第６章 文書の施行及び保存 

 （文書の施行日） 

第１４条 起案文書の施行の日は、決裁を得た日とする。ただし、特別の理由があるものについ

ては、この限りでない。 
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 （必要事項の登録） 

第１５条 起案担当者は、起案文書の決裁を得た場合、施行年月日その他の必要事項を文書管理

システムに登録するものとする。 

 （公印の押印及び電子署名） 

第１６条 文書が真正なものであることを認証する必要のある場合は、別に定めるところにより

公印を押印するものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより電子署名及び認証業務に関する法律（平

成１２年法律第１０２号）第２条第１項に規定する電子署名を行った文書については、当該電

子署名をもって文書が真正なものであることを認証するものとする。 
３ 公印の押印及び電子署名（以下「押印等」という。）は、次の各号に掲げる場合に限り、文書

管理者の指示のもとで行うことができる。ただし、文書が真正なものであることを押印等以外

の手段により証明することができる場合は、この限りでない。 
（1） 学外の機関等が指定する様式又は合議により定められている場合 

（2） 押印等がその意匠上、文書と一体となっている場合 

（3） その他押印等以外の措置で当該文書が真正なものであると認証できない場合 

 （発送） 

第１７条 紙施行その他の紙文書の発送は、文書担当の係等が行うものとする。 

２ 電子施行その他の電子情報処理組織による文書の発送は、各主管の係等が行うものとする。 

３ 起案担当者は、文書を発送したときは、文書管理システムに必要事項を登録するものとする。 
４ 学内における文書の送付については、別に定める方法により処理することができる。 

 （文書の完結） 

第１８条 文書は、当該文書の案件の処理を終えたときをもって完結するものとする。 

 （文書の保存） 

第２９条 完結した文書は、管理規程に定めるところにより、保存するものとする。 

   第８章 雑則 

 （実施細則） 

第２０条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、総括文書管理者が

定める。 

 （疑義の決定） 

第２１条 この規程の運用に関し疑義があるときは、総括文書管理者がこれを決定する。 

   附 則 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 九州大学文書処理等規程（平成１６年度九大規程第３０号）は、廃止する。 
３ 九州大学文書処理等細則（平成１６年度九大細則第１０号）は、廃止する。 
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別表第１ 

 

部局等 

 

部課室等別 

 

事項 

 

発信名義者 

 

専決者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課、室及びセ

ンター共通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 法令等に基づき、総長名です

る主管官公庁への協議、承認申

請、調査報告等のうち、技術的

なもの又は軽易なもの 

 

総長 

 

 

 

 

事務局長又は

主管部長 

 

 

 

２ 総長名でするもののうち、い

かに該当するもの 
（1）将来構想の共創・協働制度

に関するもの  

（2）大学改革活性化制度に関す

るもの  

（3）学外会議のうち、理事が掌

理する業務に関するもの  

（4）剰余金の使途の承認に関す

るもの  

（5）インターンシップに関する

もの  

（6）奨学金の推薦及び選考に関

するもの  

（7）入学料免除、徴収猶予及び

授業料免除者の選考に関するも

の  

（8）全学レンタルスペースの使

用の許可に関するもの 

 

総長 

 

 

理事 

 

 

３ 総長名でする証明のうち軽易

なもの 

 

 

総長 

 

 

 

主管課長、主

管室長又は主

管センター長 

 

４ 事務局長名でする調査報告等

のうち、軽易なもの 

 

 

事務局長 

 

 

 

主管課長、主

管室長又は主

管センター長 

 

５ 事務局の部長名でするものの

うち、事務局長の指定するもの 

 

 

主管部長 

 

 

 

主管課長、主

管室長又は主

管センター長 

 

６ 事務局の部長及び監査・コン

プライアンス室長の職にある者

の休暇及び勤務を要しないこと

の承認並びに休日の振替の決定 

 

総長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

７ 事務局の課長、室長及びセン

 

総長 

 

事務局長又は
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ター長の職にある者の休暇及び

勤務を要しないことの承認並び

に休日の振替の決定 

 

 

 

主管部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 事務局の職員(課長以上の職

にある者を除く。)の休暇及び

勤務を要しないことの承認並び

に休日の振替の決定 

 

総長 

 

 

 

 

主管課長、主

管室長又は主

管センター長 

 

 

９ 事務局の職員の勤務時間報告

書の証明 

 

 

総長 

 

 

 

主管課長、主

管室長又は主

管センター長 

 

１０ 事務局の職員(課長以上の

職にある者を除く。)に発する

旅行命令及び事務局の用務に係

る旅行依頼 

 

事務局長 

 

 

 

 

主管課長、主

管室長又は主

管センター長 

 

 

１１ 講演依頼等に関する学外照

会 

 

総長 

 

 

事務局長又は

主管部長 

 

１２ 理事、副学長及び各種委員

会の長名でする通知等のうち軽

易なもの 

 

 

理事、副学

長及び各種

委員会の長 

 

 

主管部長、主

管課長、主管

室長又は主管

センター長 

 

総務課関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 公印の作成、改刻及び廃止の

 承認 

 

２ 共催、後援及び協賛名義使用

 の許可のうち許可実績のある事

 業に対するもの（継続的な事業

 に限る。） 

 

３ 九州大学東京オフィス及び九

 州大学大阪オフィスにおける開

 所時間以外又は休業日における

 使用許可 

 

総長 

 

 

総長 

 

 

 

 

各オフィス

の所長 

 

 

 

総務課長 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

環境安全管理

課関係 

 

 

 

 

 

 

 

１ 労災保険給付請求に関する文

 書 

 

２ 安全衛生等に関する届出、報

 告、調査等のうち軽易なもの 

 

３ 遺伝子組換え実験計画、研究

 用微生物取扱申請及び遺伝子組

 

総長 

 

 

総長 

 

 

総長 

 

 

環境安全管理

課長 

 

環境安全管理

課長 

 

環境安全管理

課長 
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 換え実験室の承認 

 

４ 動物実験計画及び動物実験施

 設の承認 

 

 

総長 

 

 

 

環境安全管理

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事部関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 職員（学部長、学府長、研究

院長、基幹教育院長、高等研究

院長、附置研究所長、カーボン

ニュートラル・エネルギー国際

研究所長、病院長、農学部附属

農場長、農学部附属演習林長、

附属図書館長、情報基盤研究開

発センター長、エネルギー研究

教育機構長、アジア・オセアニ

ア研究教育機構、学内共同教育

研究センターの長、学術研究・

産学官連携本部長及び未来人材

育成機構長（以下「部局長」と

いう。）並びに九州大学学則（

平成１６年度九大規則第１号）

第１６条に規定する推進室等の

長（以下「推進室長等」という

。）を除く。）の１月を超える病

気休暇の承認 

 

総長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 職員に対する兼業（許可権限

を委任した事項を除く。）及び

附加職務の許可並びに回答 

 

総長 

 

 

 

人事部長 

 

 

 

３ 勤務評定における評価者及び

調整者の変更の承認並びに勤務

評定の実施延期の承認 

 

総長 

 

 

 

人事部長 

 

 

 

４ 職員（部局長及び推進室長等

を除く。）の休職及び復職 

 

総長 

 

 

人事部長 

 

 

５ 委員会委員等の命免 

 

総長 

 

人事給与課長 

 

６ 割愛に関する学外照会及び回

答 

 

総長 

 

 

人事部長 

 

 

７ 職員の前歴等の照会及び回答 

 

人事部長 

 

人事給与課長 

 

８ 職員の採用、異動、退職等及

び基本給(基本給の切替、基本

給の改訂、基本給調整額、昇給

及び復職時の調整等を除く。)

 

総長 
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の決定 

 (1) 一般職の職員（課長以上の

 職を除く。） 

 (2) （1）以外の職員 

 

 

 

 

 

人事企画課長 

 

人事給与課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 職員の基本給の切替、基本給

の改訂、基本給調整額、昇給及

び復職時の調整等の決定 

 

総長 

 

 

 

人事部長 

 

 

 

１０ 職員の基本給以外の給与(

扶養手当、住居手当、通勤手当

、単身赴任手当及び初任給調整

手当を除く。）の決定 

 

総長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

１１ 職員の退職手当の決定 

 

総長 

 

人事給与課長 

 

１２ 事務局の職員の扶養手当、

住居手当、通勤手当及び単身赴

任手当の決定 

 

総長 

 

 

 

人事給与課長 

 

 

 

１３ 退職後の営利企業への就職

に関する承認 

 

総長 

 

 

人事部長 

 

 

１４ 共済組合の長期給付に関す

る請求、前歴報告等 

 

支部長 

 

 

人事給与課長 

 

 

１５ 共済組合に関し支部長名を

もって学外に発する文書(軽易

なものを除く。) 

 

支部長 

 

 

 

人事部長 

 

 

 

１６ 共済組合に関する文書のう

ち軽易なもの 

 

支部長 

 

 

人事給与課長 

 

 

１７ 人事、給与等に関する届出

、報告、調査等のうち軽易なも

の 

 

 

総長 

 

 

 

人事企画課長

又は人事給与

課長 

 

研究企画課関

係 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学術研究に係る競争的資金に

関すること（グラントサポート

室の所掌に属するもの及び軽易

なものを除く。） 

２ 学術研究に係る競争的資金に

関することのうち軽易なもの（

グラントサポート室の所掌に属

するものを除く。） 

 

総長 

 

 

 

総長 

 

 

 

 

 

研究・産学官

連携推進部長 

 

 

研究企画課長 
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グラントサポ

ート室関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 科学研究費補助金その他の学

術研究に係る各種補助金に関す

るもののうち軽易なもの 

 

２ 各種研究員の受入許可及びそ

 の報告 

 

３ 研究助成金に関するもののう

 ち軽易なもの 

 

４ 寄附講座の設置及び変更に関

すること 

 

総長 

 

 

 

総長 

 

 

総長 

 

 

総長 

 

 

グラントサポ

ート室長 

 

 

グラントサポ

ート室長 

 

グラントサポ

ート室長 

 

グラントサポ

ート室長 

 

産学官連携推

進課関係 

 

 

 

 受託研究等に関するもののうち

軽易なもの（病院事務部が所掌す

る臨床受託研究及び臨床共同研究

の契約に関するものを除く。） 

 

総長 

 

 

 

 

産学官連携推

進課長 

 

 

 

国際部関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 独立行政法人日本学術振興会

国際関係諸事業の申請等 

 

総長 

 

 

国際部長 

 

 

２ 外国の政府、財団等が募集す

る研究員の応募に関する書類の

提出 

 

総長 

 

 

 

国際企画課長 

 

 

 

３ 外国人受託研修員の受入れ許

可 

 

総長 

 

 

国際企画課長 

 

 

４ 職員(部局長及び事務局長を

除く。)の外国出張等による公

用旅券発給依頼等に関すること

及び国交未回復国への海外渡航

の申請 

 

総長 

 

 

 

 

 

国際部長 

 

 

 

 

 

５ 外国人研究員等宿泊施設、国

際交流会館及び同窓会の管理運

営 

 

総長 

 

 

 

国際企画課長 

 

 

 

留学課関係 

 

 

 

 

 

 

 

１ 留学生の応募に関する書類の

提出 

 

総長 

 

 

留学課長 

 

 

２ 国費外国人留学生の研究旅行

計画の承認 

 

総長 

 

 

留学課長 

 

 

３ 外国人留学生等の実地見学旅

 

総長 

 

留学課長 
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 行計画書の承認    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務企画課関

係 

 

 

 

 

１ 予算の要求に関するもののう

 ち定型的なもの 

 

２ 決算に関するもののうち軽易

 なもの 

 

総長又は事 

務局長 

 

総長 

 

 

財務企画課長 

 

 

財務企画課長 

 

 

経理課関係 

 

 

 

 

１ 寄附金に関するもののうち軽

易なもの 

 

２ 研究費の立替に関するもの 

 

総長 

 

 

総長 

 

経理課長 

 

 

経理課長 

 

調達課関係 

 

 

 契約に関する届出、報告書等の

うち軽易なもの 

 

総長 

 

 

調達課長 

 

 

資産活用課関

係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 不動産等及び物品に関する届

出、報告等のうち軽易なもの 

 

総長 

 

 

資産活用課長 

 

 

２ 不動産等の登記に関するもの

（所有権の移転及び保存に関す

るものを除く。） 

 

総長 

 

 

 

財務部長 

 

 

 

３ 不動産の貸付に関するもの 

 

総長 

 

財務部長 

 

４ 不動産等の寄附受領のうち軽

易なもの 

 

総長 

 

 

財務部長 

 

 

５ 宿舎の貸与及び使用等の承認

に関すること 

 

総長 

 

 

資産活用課長 

 

 

６ 宿舎に関する報告、届出、調

査等のうち軽易なもの 

 

総長 

 

 

資産活用課長 

 

 

学務企画課関

係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学位の授与に関すること 

 

総長 

 

学務部長 

 

２ 旧制大学院及び附属工業専門

部の在学修了等の証明 

 

３ 社会教育主事講習に関するこ

と 

 

総長 

 

 

総長 

 

 

学務企画課長 

 

 

学務部長 

 

 

４ 教育に係る競争的資金に関す

ること（軽易なものを除く。） 

 

総長 

 

 

学務部長 

 

 

５ 教育に係る競争的資金に関す

ることのうち軽易なもの 

 

総長 

 

 

学務企画課長 
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６ 博士課程人材育成の支援に関

すること 

 

総長 

 

 

学務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 博士課程人材育成の支援に関

 することのうち軽易なもの 

 

総長 

 

 

学務企画課長 

 

 
８ 司法試験の在学中受験資格の

認定、取消に関すること 

 

総長 

 

 

学務部長 

 

 

基幹教育・共

創学部課関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 基幹教育院又は共創学部に関

 するもののうち軽易なもの 

 

総長 

 

 

基幹教育・共

創学部課長 

 

２ 放送大学への学生受入依頼に

 関するもの 

 

総長 

 

 

基幹教育・共

創学部課長 

 

３ 科目等履修生等の履修・入学

 許可書発行に関するもの 

 

 

基幹教育院

長又は共創

学部長 

 

基幹教育・共

創学部課長 

 

 

４ 基幹教育院長、共創学部長又

 はキャンパスライフ・健康支援

 センター長の名をもってする協

 議、承認、申請、調査、報告の

 うち軽易なもの 

 

 

 

基幹教育院

長、共創学

部長又はキ

ャンパスラ

イフ・健康

支援センタ

ー長 

 

基幹教育・共

創学部課長 

 

 

 

 

 

 

５ 基幹教育院長、共創学部長又

 はキャンパスライフ・健康支援

 センター長の名をもってする証

 明のうち軽易なもの 

 

 

 

 

基幹教育院

長、共創学

部長又はキ

ャンパスラ

イフ・健康

支援センタ

ー長 

 

基幹教育・共

創学部課長 

 

 

 

 

 

 

６ 基幹教育院長、共創学部長又

 はキャンパスライフ・健康支援

 センター長の名をもってする定

 例的な諸報告で、軽易なもの 

 

 

 

 

基幹教育院

長、共創学

部長又はキ

ャンパスラ

イフ・健康

支援センタ

ー長 

 

基幹教育・共

創学部課長 

 

 

 

 

 

 

７ 共済組合に関し、基幹教育院

 長、共創学部長又はキャンパス

 ライフ・健康支援センター長を

 

基幹教育院

長、共創学

部長又はキ

 

基幹教育・共

創学部課長 
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 もってする文書のうち、軽易な

 もの 

 

 

ャンパスラ

イフ・健康

支援センタ

ー長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 第４号から前号までに掲げる

 もの以外のもので、基幹教育院

 長、共創学部長又はキャンパス

 ライフ・健康支援センター長が

 指定するもの 

 

  

 

基幹教育院

長、共創学

部長又はキ

ャンパスラ

イフ・健康

支援センタ

ー長 

 

基幹教育・共

創学部課長 

 

 

 

 

 

 

学生支援課関

係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 全学的に、又は他大学と連合

して行われる学生の諸行事等に

関するもの 

 

総長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

２ 学生集会所、研修所等の利用

許可 

 

 

 

 

 

総長又は管

理運営責任

者(九重共

同研修所に

あっては所

長) 

 

学生支援課長 

 

 

 

 

 

 

３ 学生団体の旅客運賃割引の証

明 

 

総長 

 

 

学生支援課長 

 

 

４ 学務部において監守する財産

のうち、船舶、航空機等の学外

持出しその他の許可 

 

総長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

５ 旅客運賃割引証の交付に関す

るもの 

 

総長 

 

 

学生支援課長 

 

 

６ 学生の入寮、退寮等の許可 

 

 

管理運営責

任者 

 

学生支援課長 

 

 

キャリア・奨

学支援課関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 就職関係調査等のうち総長名

で報告をするもの 

 

総長 

 

 

学務部長 

 

 

２ 企業等への求人依頼を総長名

で行うもの 

 

総長 

 

 

学務部長 

 

 

３ 就職・キャリア支援に関する

学部への通知 

 

学務部長 

 

 

キャリア・奨

学支援課長 

 

４ 就職関係調査等のうち学務部

 

学務部長 

 

キャリア・奨
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長名で報告するもの  学支援課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 就職・キャリア支援関係行事

の講師派遣依頼等に関するもの 

 

学務部長 

 

 

キャリア・奨

学支援課長 

 

６ インターンシップ推進団体へ

の協議、調査報告等のうち軽易

なもの 

 

学務部長 

 

 

 

キャリア・奨

学支援課長 

 

 

７ 奨学生の推薦 

 

総長 

 

学務部長 

 

８ 奨学生に関する異動願及び異

動届の証明 

 

総長 

 

 

キャリア・奨

学支援課長 

 

９ 奨学生の学業成績報告 

 

 

学務部長 

 

 

キャリア・奨

学支援課長 

 

１０ 奨学金の返還に関するもの 

 

 

学務部長 

 

 

キャリア・奨

学支援課長 

 

１１ 入学料及び授業料の免除、

徴収の猶予等の許可 

 

総長 

 

 

事務局長 

 

 

施設部関係 

 

 

 

 

 営繕工事又は施設の整備等に関

し、関係法令に基づく届出、報告

等のうち、技術的なもの及び軽易

なもの 

 

総長又は事 

務局長 

 

 

 

施設部長 

 

 

 

 

情報システム 

部関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 情報統括本部長名をもってす

る協議、承認申請、調査報告等

のうち、軽易なもの 

 

情報統括本 

部長 

 

 

情報システム 

部長、情報企

画課長又は情

報基盤課長 

 

 

２ 情報統括本部長名をもってす

る証明のうち、軽易なもの 

 

情報統括本

部長 

 

情報システム

部長情報企画

課長又は情報

基盤課長 

 

３ 情報統括本部長名をもってす

る定例的な諸報告で、軽易なも

の 

 

４ データ駆動イノベーション推

進本部長名をもってする協議、

承認申請、調査報告等のうち、

軽易なもの 

 

情報統括本 

部長 

 

 

データ駆動

イノベーシ

ョン推進本

部長 

 

情報企画課長

又は情報基盤

課長 

 

情報システム

部長、情報企

画課長または

デジタル推進
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５ データ駆動イノベーション推

 進本部長名もってする証明のう

 ち、軽易なもの 

 

 

 

６ データ駆動イノベーション推

 進本部長名をもってする定例

的 な諸報告で、軽易なもの 

 

 

７ 共済組合に関し、データ駆動

イノベーション推進本部長の名

をもってする文書のうち、軽易

なもの 

 

 

データ駆動

イノベーシ

ョン推進本

部長 

 

 

データ駆動

イノベーシ

ョン推進本

部長 

 

データ駆動

イノベーシ

ョン推進本

部長 

企画室長 

 

情報システム

部長、情報企

画課長または

デジタル推進

企画室長 

 

情報企画課長

又はデジタル

推進企画室長 

 

 

情報企画課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 総合情報伝達システムの運用

管理に関するもので、軽易なも

の 

 

情報統括本 

部長 

 

 

情報企画課長

又は情報基盤

課長 

 

９ 事務局長の名をもってする九

州大学総合情報伝達システム運

用規則（平成１６年度九大規則

第６１号）に関する申請・報告

のうち、軽易なもの 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

情報企画課長 

 

 

 

 

 

１０ 情報基盤研究開発センター

名をもってする協議、承認、申

請、調査、報告のうち、軽易な

もの 

 

情報基盤研

究開発セン

ター長 

 

 

情報企画課長

又は情報基盤

課長 

 

 

１１ 情報基盤研究開発センター

名をもってする証明のうち、軽

易なもの 

 

情報基盤研

究開発セン

ター長 

 

情報企画課長

又は情報基盤

課長 

 

１２ 情報基盤研究開発センター

名をもってする定例的な諸報告

で、軽易なもの 

 

情報基盤研

究開発セン

ター長 

 

情報企画課長

又は情報基盤

課長 

 

１３ 共済組合に関し、情報基盤

研究開発センター長の名をもっ

てする文書のうち、軽易なもの 

 

情報基盤研

究開発セン

ター長 

 

情報企画課長 

 

 

 

１４ 第１０号から前号までに掲

げるもの以外のもので、情報基

 

情報基盤研

究開発セン 

 

情報企画課長

又は情報基盤 
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盤研究開発センター長が指定す

るもの 

ター長 

 

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｉ２ＣＮＥＲ

・Ｑ－ＰＩＴ

共通事務支援

室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ カーボンニュートラル・エネ

 ルギー国際研究所長の名をもっ

 てする協議、承認、申請、調査

、 報告のうち軽易なもの 

 

 

カーボンニ

ュートラル

・エネルギ

ー国際研究

所長 

 

Ｉ２ＣＮＥＲ

・Ｑ－ＰＩＴ

共通事務支援

室長 

 

 

２ カーボンニュートラル・エネ

 ルギー国際研究所長の名をもっ

 てする証明のうち軽易なもの 

 

 

 

カーボンニ

ュートラル

・エネルギ

ー国際研究

所長 

 

Ｉ２ＣＮＥＲ

・Ｑ－ＰＩＴ

共通事務支援

室長 

 

 

３ カーボンニュートラル・エネ

 ルギー国際研究所長の名をもっ

 てする定例的な諸報告で、軽易

 なもの 

 

 

カーボンニ

ュートラル

・エネルギ

ー国際研究

所長 

 

Ｉ２ＣＮＥＲ

・Ｑ－ＰＩＴ

共通事務支援

室長 

 

 

４ 共済組合に関し、カーボンニ

 ュートラル・エネルギー国際研

 究所長の名をもってする文書の

 うち軽易なもの 

 

 

カーボンニ

ュートラル

・エネルギ

ー国際研究

所長 

 

Ｉ２ＣＮＥＲ

・Ｑ－ＰＩＴ

共通事務支援

室長 

 

 

５ 前各号に掲げるもの以外のも

 ので、カーボンニュートラル・

 エネルギー国際研究所長が指定

 するもの 

 

 

カーボンニ

ュートラル

・エネルギ

ー国際研究

所長 

 

Ｉ２ＣＮＥＲ

・Ｑ－ＰＩＴ

共通事務支援

室長 

 

 

６ エネルギー研究教育機構長の

 名をもってする協議、承認、申

 請、調査、報告のうち軽易なも

 の 

 

エネルギー

研究教育機

構長 

 

 

Ｉ２ＣＮＥＲ

・Ｑ－ＰＩＴ

共通事務支援

室長 

 

７ エネルギー研究教育機構長の

 名をもってする証明のうち軽易

 なもの 

 

 

エネルギー

研究教育機

構長 

 

 

Ｉ２ＣＮＥＲ

・Ｑ－ＰＩＴ

共通事務支援

室長 

 

８ エネルギー研究教育機構長の

 名をもってする定例的な諸報告

 で、軽易なもの 

 

 

エネルギー

研究教育機

構長 

 

 

Ｉ２ＣＮＥＲ

・Ｑ－ＰＩＴ

共通事務支援

室長 
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９ 共済組合に関し、エネルギー

 研究教育機構長の名をもってす

 る文書のうち軽易なもの 

 

 

エネルギー

研究教育機

構長 

 

 

Ｉ２ＣＮＥＲ

・Ｑ－ＰＩＴ

共通事務支援

室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 前各号に掲げるもの以外の

 もので、エネルギー研究教育機

 構長が指定するもの 

 

 

エネルギー

研究教育機

構長 

 

 

Ｉ２ＣＮＥＲ

・Ｑ－ＰＩＴ

共通事務支援

室長 

 

１１ アジア・オセアニア研究教

 育機構長の名をもってする協 

 議、承認、申請、調査、報告の

 うち軽易なもの 

 

アジア・オ

セアニア研

究教育機構

長 

 

Ｉ２ＣＮＥＲ

・Ｑ－ＰＩＴ

共通事務支援

室長 

 

１２ アジア・オセアニア研究教

 育機構長の名をもってする証明

 のうち軽易なもの 

 

 

アジア・オ

セアニア研

究教育機構

長 

 

Ｉ２ＣＮＥＲ

・Ｑ－ＰＩＴ

共通事務支援

室長 

 

１３ アジア・オセアニア研究教

 育機構長の名をもってする定例

 的な諸報告で、軽易なもの 

 

 

アジア・オ

セアニア研

究教育機構

長 

 

Ｉ２ＣＮＥＲ

・Ｑ－ＰＩＴ

共通事務支援

室長 

 

１４ 共済組合に関し、アジア・

 オセアニア研究教育機構長の名

 をもってする文書のうち軽易な

 もの 

 

アジア・オ

セアニア研

究教育機構

長 

 

Ｉ２ＣＮＥＲ

・Ｑ－ＰＩＴ

共通事務支援

室長 

 

１５ 第１１号から前号までに掲

 げるもの以外のもので、アジア

 ・オセアニア研究教育機構長が

 指定するもの 

 

アジア・オ

セアニア研

究教育機構

長 

 

Ｉ２ＣＮＥＲ

・Ｑ－ＰＩＴ

共通事務支援

室長 

 

１６ Ｉ２ＣＮＥＲ・Ｑ－ＰＩＴ

 共通事務支援室の職員の扶養 

 手当、住居 手当、通勤手当及

 び単身赴任手当の決定 

 

総長 

 

 

 

 

Ｉ２ＣＮＥＲ

・Ｑ－ＰＩＴ

共通事務支援

室長 

 

病院 

 

 

 

 

 

 

１ 病院長の名をもってする協議、承認、申請

、 調査、報告のうち軽易なもの 

 

 

病院長 

 

 

 

事務部長、主

管課長又は事

務長 

 

２ 病院長の名をもってする証明のうち軽易な

 もの 

 

病院長 

 

 

事務部長、主

管課長又は事
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（別府病院

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  務長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 病院長の名をもってする定例的な諸報告で

、 軽易なもの 

 

 

病院長 

 

 

 

事務部長、主

管課長又は事

務長 

 

４ 共済組合に関し、病院長の名をもってする

 文書のうち軽易なもの 

 

病院長 

 

 

事務部長又は

主管課長 

 

５ 前各号に掲げるもの以外のもので、病院長

 が指定するもの 

 

 

病院長 

 

 

 

事務部長、主

管課長又は事

務長 

 

６ 別府病院長の名をもってする協議、承認、

 申請、調査、報告のうち軽易なもの 

 

別府病院長 

 

 

事務長 

 

 

７ 別府病院長の名をもってする証明のうち軽 

 

別府病院長 

 

事務長 

 

８ 別府病院長の名をもってする定例的な諸報

 告で、軽易なもの 

 

別府病院長 

 

 

事務長 

 

 

９ 第６号から前号に掲げるもの以外のもので

、 別府病院長が指定するもの 

 

別府病院長 

 

 

事務長 

 

 

附属図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 館長名をもってする協議、承認申請、調査

報告等のうち、軽易なもの   

 

館長  

 

 

事務部長 

 

 

２ 館長名をもってする証明のうち、軽易なも

の 

 

館長  

 

 

事務部長 

 

 

３ 館長名をもってする定例的な諸報告で、軽

易なもの    

 

館長 

 

 

主管課長 

 

 

４ 共済組合に関し、館長名をもってする文書

のうち、軽易なもの 

 

館長  

 

 

事務部長 

 

 

５ 第１号から前号に掲げるもの以外のもので

、館長が指定するもの 

 

館長  

 

 

事務部長  
 

 

６ データ駆動イノベーション推進本部長名を

もってする協議、承認申請、調査報告等のう

ち、次世代型オープンエデュケーション推進

部門及び研究データ管理支援部門に関するも

ので、軽易なもの（情報システム部の所掌に

属するものを除く。） 

 

データ駆動

イノベーシ

ョン推進本

部長 

 

 

事務部長 
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７ データ駆動イノベーション推進本部長名を

もってする証明のうち、次世代型オープンエ

デュケーション推進部門及び研究データ管理

支援部門に関するもので、軽易なもの（情報

システム部の所掌に属するものを除く。） 

データ駆動

イノベーシ

ョン推進本

部長 

事務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ データ駆動イノベーション推進本部長名を

もってする定例的な諸報告のうち、次世代型

オープンエデュケーション推進部門及び研究

データ管理支援部門に関するもので、軽易な

もの（情報システム部の所掌に属するものを

除く。） 

 

データ駆動

イノベーシ

ョン推進本

部長 

 

 

主管課長 

 

 

 

 

 

 

９ 共済組合に関し、データ駆動イノベーショ

ン推進本部長名をもってする文書のうち、次

世代型オープンエデュケーション推進部門及

び研究データ管理支援部門に関するもので、

軽易なもの（情報システム部の所掌に属する

ものを除く。） 

 

データ駆動

イノベーシ

ョン推進本

部長 

 

 

事務部長 

 

 

 

 

 

 

（分館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 分館長名をもってする定例的な諸報告で

、軽易なもの 

 

分館長 

 

 

業務主任 

 

 

１１ 分館長名をもってする協議、承認、申請

、調査報告等のうち軽易なもの 

 

分館長 

 

 

業務主任 

 

 

１２ 分館長名をもってする証明のうち軽易な

もの 

 

分館長 

 

 

業務主任 

 

 

１３ 第１０号から前号に掲げるもの以外のも

ので、分館長が指定するもの 

 

分館長 

 

 

業務主任 

 

 

各部局（病

院及び附属

図書館を除

く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 部局長の名をもってする協議、承認、申請

、調査、報告のうち軽易なもの 

 

 

部局長 

 

 

 

事務部長、主

管課長又は主

管室長 

 

２ 部局長の名をもってする証明のうち、軽易

なもの 

 

 

部局長 

 

 

 

事務部長、主

管課長又は主

管室長 

 

３ 部局長の名をもってする定例的な諸報告で

、軽易なもの  

 

 

部局長 

 

 

 

事務部長、主

管課長又は主

管室長 

 

４ 共済組合に関し、部局長の名をもってする

文書のうち、軽易なもの  

 

 

部局長 

 

 

 

事務部長、主

管課長又は主

管室長 
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５ 前各号に掲げるもの以外のもので、部局長

が指定するもの 

 

 

部局長 

 

 

 

事務部長、主

管課長又は主

管室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査・コン

プライアン

ス室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 総長名又は監事名でする調査報告等のうち

、軽易なもの 

 

 

総長又は監

事 

 

 

監査・コンプ

ライアンス室

長 

 

２ 監査・コンプライアンス室の職員（監査・

コンプライアンス室長を除く。）の休暇及び勤

務を要しないことの承認並びに休日の振替の

決定 

 

総長 

 

 

 

 

監査・コンプ

ライアンス室

長 

 

 

３ 監査・コンプライアンス室の職員の勤務時

間報告書の証明 

 

 

総長 

 

 

 

監査・コンプ

ライアンス室

長 

 

４ 監査・コンプライアンス室の職員（監査・

コンプライアンス室長を除く。）に発する旅行

命令及び監査・コンプライアンス室の用務に

係る旅行依頼 

 

総長 

 

 

 

 

監査・コンプ

ライアンス室

長 

 

 

５ 監査・コンプライアンス室の職員の扶養手

当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の

決定 

 

総長 

 

 

 

人事給与課長 

 

 

 

６ 講演依頼等に関する学外照会 

 

 

 

 

総長又は監

事 

 

 

 

監査・コンプ

ライアンス室

長 
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別記様式第１号 
 
 
  （表） 
 

 
 至 急 文 書 
 付  せ  ん 
 箇     所 
 

原   議   書 

 
分 
類 
記 
号 

 
 
 

 
記  
号 
番  
号 

 

  
九大        第          号 

 

 
 
  情 
 報 
 公 
 開 
 

 
 
 摘要条項： 
 
 
 備  考 
 

 

施  
行
 

 

 
          年     月     日 
 

 
 
 
 
起  
案 
 
 
 
 

 
             

課
 

 

 
 
起案者 
 
 
 
 
 
電（     ） 

 
             

係
 

 
 
 
 
  施 
 行 
 上 
 の 
 注 
 意 
 
 

 
 
 公印（印章による押印       □） 

（電子署名システムによる押印 □） 
（電子署名システムによる署名 □） 

 
 
 
 
 

 

      年   月   日 
 

 

決  
裁
 

 

 

      年   月   日 
 

 
 
 

 

発  
送
 

 

 

      年   月   日 
 

 
 
 

 
 件 
 
 
 
 
 名 

 
 
 
 
 
 
 

 
 文書あて先 
 
 
 
 
 

 
 文書名義者 
 
 
 
 
 

 
                                                           してよろしいか伺います。 
    上記のことについて、別紙のように         
                                                             します。 
 
              

総   長 
 

 
    

理               事 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                    
 
 
 
 
 
事 務 局 長        
 

 
 
部   長 
 

 
 
課（室）長 
 

 
課(室)長補佐      
 
専 門 員 

 
専門職員      
 
係   長 

 
 
係   員 
   

 
 
関係係等      
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  合   議 
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 ※ この様式中決裁欄は、事務組織に応じて変更を加えることができる。 
 
 （裏） 
 
 
 
 概 要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 添付資料名 
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